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議  題  １ 令和４年１２月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【中山真由美議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委

員会を開会いたします。 

 ここで、議長から御挨拶をお願いします。 

○議長【八島満雄議員】  おはようございます。今月２８日に議会が招集され

ます。昨今の新聞等々では、大変心配されるコロナの感染が出ております。本人

のみならず、近親者の方々の関係でお休みになるような形が生まれておりますの

で、ぜひ１２月定例会、全員が気をつけていただきまして、本会議ができますよ

うよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  それでは、副市長に御出席いただいております

ので、御挨拶及び執行者側の説明をお願いします。 

○副市長【宍戸晴一】  おはようございます。本日は、１１月２８日の月曜日

に招集いたします伊勢原市議会１２月定例会の市長提出議案等のうち、人事案件

２件につきまして、私から御説明させていただきます。内容は着座にて御説明さ

せていただきます。 

 議案書の１４７ページを御覧ください。 

○議案第５４号 伊勢原市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服

を審査決定するため、地方税法第４２３条第１項の規定により、市町村に設置す

る執行機関でございます。 

 委員につきましては、地方税法第４２３条第３項の規定により、「当該市町村

の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有

する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する」こと

とされており、その定数は、伊勢原市税条例第７４条の規定により３人で、また、

その任期は、地方税法第４２３条第６項の規定により、３年とされております。 

 今回、平成２８年１２月から御活躍をいただいております三野光髙委員の任期

が、令和４年１２月２１日をもって満了となりますが、引き続き、三野氏を固定

資産評価審査委員会委員として選任いたしたいので、提案するものでございます。 

 三野氏につきましては、税理士であり、固定資産や地方税法等に関する識見を

有していること、また、これまでの同委員会における豊富な経験により、委員と

しての職務に精通されておりますことから、引き続き御活躍を期待しております。 

 次に、議案書の１４９ページを御覧ください。 

○議案第５５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員は、人権擁護委員法第２条の規定により、「国民の基本的人権が

侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救
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済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚

に努めることをもつてその使命とする。」とされています。 

 委員につきましては、同法第６条第３項の規定により、市町村長が議会の意見

を聞いて推薦した候補者のうちから法務大臣が委嘱することとされており、本市

域の定数は６人で、また、その任期は、同法第９条の規定により、３年とされて

おります。 

 今回、令和２年４月から御活躍をいただいております、足立幹夫委員の任期が、

令和５年３月３１日をもって満了となりますが、引き続き人権擁護委員候補者と

して推薦いたしたいので、提案するものでございます。 

 足立氏につきましては、学校現場における経験が豊富であり、人格識見高く、

人権に対する深い理解があるとともに、これまで務められた人権擁護委員として

の３年間の実績などから、引き続き御活躍を期待しております。 

 以上で、１２月定例会に提出いたします人事案件２件につきましての説明を終

了させていただきます。御理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長【中山真由美議員】  ただいま副市長から説明がありました内容につ

いて、質疑等があればお伺いします。（「なし」の声あり） 

 ここで、副市長は所用がありますので、退席いただきます。 

 

          〔副市長（宍戸晴一）退席〕 

 

○委員長【中山真由美議員】  続きまして、総務部長から説明をお願いいたし

ます。 

○総務部長【吉川武士】  それでは、引き続き、私から人事案件以外の議案等

につきまして御説明申し上げます。 

 人事案件以外の議案等は、総合計画議案が１件、条例議案が７件、補正予算議

案が５件、報告案件が１件で、合計１４件でございます。 

 初めに、総合計画１議案についてでございます。 

 議案書の７ページを御覧ください。 

○議案第４１号 伊勢原市第６次総合計画基本構想について 

 本案は、令和１４年度を目標年次として、本市の将来都市像、まちづくりの基

本理念、基本政策及び土地利用構想を示し、長期的な展望に立った総合的かつ計

画的な行政運営を図るため、伊勢原市議会の議決すべき事件に関する条例第２条

の規定により提案するものでございます。 

 次に、条例７議案についてでございます。 

 ２１ページを御覧ください。 

○議案第４２号 伊勢原市公共施設等総合管理基金条例の制定について 

 公共施設等の総合的かつ計画的な整備に要する経費に充てることを目的とした

基金を新たに設置するため、提案するものでございます。また、制定に伴い、一

部の基金を廃止するとともに、引用する基金が変更になることから、伊勢原市の



 3

基金の処分の特例に関する条例を改正するものでございます。 

 ２２ページ、２３ページに新規条例案、２４ページ、２５ページに伊勢原市の

基金の処分の特例に関する条例新旧対照表を掲載しておりますので、御確認くだ

さいますようお願いいたします。 

 次に、２７ページを御覧ください。 

○議案第４３号 伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、現行の伊勢原市個人情報保護

条例を廃止するとともに、同法の施行に必要な事項を定める条例を新たに制定す

るため、提案するものでございます。また、制定に伴い、引用条項の変更等がな

されることから、伊勢原市附属機関に関する条例、伊勢原市情報公開条例及び伊

勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例を改正するものでござ

います。 

 ２８ページから３７ページに新規条例案、３８ページから４６ページに伊勢原

市附属機関に関する条例、伊勢原市情報公開条例及び伊勢原市公の施設の指定管

理者の指定の手続等に関する条例の新旧対照表を掲載してございますので、御確

認くださいますようお願いいたします。 

 次に、４７ページを御覧ください。 

○議案第４４号 伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ 

        いて 

 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等を踏まえて、本市職員の給与並び

に特別職員及び議会の議員の期末手当の額を改定するため、提案するものでござ

います。 

 ４８ページから５６ページに改正条例案、５７ページから６５ページに新旧対

照表を掲載しておりますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

 次に、６７ページを御覧ください。 

○議案第４５号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整 

        備に関する条例について 

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、本市職員の定年引上げに関

し、関係条例の規定を整備するため、提案するものでございます。 

 ６８ページから８９ページに改正条例案、９０ページから１１８ページに新旧

対照表を掲載しておりますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

 次に、１１９ページを御覧ください。 

○議案第４６号 伊勢原市税条例の一部を改正する条例について 

 軽自動車税種別割に関しまして、納期及び減免申請手続事項の見直しに伴う所

要の整理を行うため、提案するものでございます。 

 １２０ページ、１２１ページに改正条例案、１２２ページから１２５ページに

新旧対照表、１２６ページから１２９ページに改正要旨を掲載しておりますので、

御確認くださいますようお願いいたします。 

 次に、１３１ページを御覧ください。 
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○議案第４７号 伊勢原市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

 伊勢原大山インターチェンジ周辺地区における産業系土地利用に向けた新たな

企業誘致及び既存企業の設備投資等を促す優遇措置の拡充を図るため、提案する

ものでございます。 

 １３２ページから１３４ページに改正条例案、１３５ページから１３９ページ

に新旧対照表を掲載しておりますので、御確認くださいますようお願いいたしま

す。 

 次に、１４１ページを御覧ください。 

○議案第４８号 伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公 

        費負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げ

る必要が生じたため、提案するものでございます。 

 １４２ページに改正条例案、１４３ページから１４６ページに新旧対照表を掲

載しておりますので、御確認くださいますようお願いいたします。 

 次に、補正予算５議案についてでございます。 

 恐れ入りますが、補正予算及び予算説明書をお開きいただき、５ページを御覧

ください。 

○議案第４９号 令和４年度伊勢原市一般会計補正予算（第５号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に１６億３３６４

万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３８０億６５３６万３０００円と

するものでございます。内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けて、御説

明いたします。第２条債務負担行為の補正及び第３条地方債の補正につきまして

も、後ほど御説明いたします。 

 初めに、職員人件費についてでございますが、総括的に御説明させていただき

ます。各会計についても補正予算を提出させていただいておりますが、全会計の

共通といたしまして、職員人件費の補正につきましては、４月の人事異動や年度

途中の新規採用者の配置等に伴い、当初予算における科目別の配置職員に相違が

生じたこと、及び本年８月に出されました人事院勧告や神奈川県の人事委員会勧

告の状況を踏まえた上で、本市の給与条例を改正することにより行うものでござ

います。また、これに合わせまして、令和４年９月までの育児休業者、休職者の

給与について整理等を行ったものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の補正について、職員給与費及び退職手当組合負担金

以外の歳出予算の補正内容を御説明いたしますので、３０ページ、３１ページを

御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 初めに、１款議会費です。議員手当追加１０６万２０００円は、人事院勧告を

踏まえ追加するものです。 

 次に、２款総務費です。電子自治体推進事業費追加１０３万３０００円は、会

議などの議事録作成事務の迅速化、効率化に向け、ＡＩによる自動文字起こしツ

ールを導入するものでございます。指定管理者電気料金高騰緊急支援金交付事業
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費計上７３２万９０００円は、電気料金や物価高騰等の影響を受けている指定管

理者に対して支援を行うものです。市有財産維持管理費追加１１４２万９０００

円は、伊勢原駅北口臨時駐車場の精算機について、多様化した決済手段に対応す

るため、キャッシュレス対応機器を導入するものです。庁舎維持管理費追加２２

３０万２０００円は、電気料金やガス料金高騰の影響により不足が見込まれるた

め、増額するものです。財政調整基金積立金追加７億６２１３万１０００円は、

目的基金の見直しにより廃止する基金の一部を積み立てるほか、今回の歳入歳出

予算の補正に伴い生じた一般財源の残余を積み立てるものです。国県支出金等精

算返納金追加１億２０８２万９０００円は、感染症予防や障害福祉、児童福祉の

国県支出金について、令和３年度決算等に基づき精算するものです。 

 続いて、３２ページ、３３ページでございます。県知事・県議会議員選挙執行

費計上１６９２万円及び３４ページ、３５ページの市議会議員選挙執行費計上 

７９９万３０００円は、令和５年４月に予定される統一地方選挙の執行に当たり、

令和４年度中に必要な事前準備や期日前投票所の設置及び運営等に係る経費を計

上するものです。 

 続いて、３６ページ、３７ページを御覧ください。３款民生費です。国民健康

保険事業特別会計繰出金追加４６８万８０００円は、職員人件費の補正によるも

のです。介護保険事業特別会計繰出金減２４６万６０００円は、職員人件費の補

正に伴うもののほか、令和３年度決算に基づく精算を行うものです。後期高齢者

医療事業特別会計繰出金減２７７万９０００円は、職員人件費の補正によるもの

です。障害者自立支援給付費追加１億３２８４万円は、利用量の増加等に伴う給

付費の増加により不足を生じる見込みとなった扶助費を追加するものです。障害

支援区分認定等事務費追加２５５万４０００円は、国保連合会共同支払いシステ

ム再構築に係る市負担金の増加に対応するものです。障がい者施設物価高騰支援

給付金給付事業費計上１３６９万４０００円及び高齢者施設物価高騰支援給付金

給付事業費計上３８０４万８０００円は、電気料金や物価高騰等の影響を受けて

いる障害者施設、高齢者福祉施設等に対して支援を行うものです。障害児通所支

援事業費追加１億５２１万７０００円は、利用量の増加等に伴う給付費の増加に

より不足を生じる見込みとなった扶助費を追加するものです。 

 続きまして、３８ページ、３９ページを御覧ください。公立保育所運営管理費

追加７９万８０００円は、電気料金高騰の影響により不足が見込まれるため、増

額するものです。教育・保育推進事業費追加２２７８万５０００円は、電気料金

や物価高騰等の影響を受けている民間保育所等に対して支援を行うものです。

比々多保育園管理運営事業費追加６５万３０００円は、電気料金や物価高騰等の

影響を受けている比々多保育園管理運営主体に対して支援を行うほか、市が一部

を負担している児童コミュニティクラブ、ふれあいホールの電気、ガス料金につ

いて、価格高騰の影響により不足が見込まれるため、負担金を増額するものです。 

 次に、４款衛生費です。新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援事業費追

加２０００万円は、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの同時流行に
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備え、発熱外来やＰＣＲ検査への対応、医薬材料の確保等、医師会と連携し、医

療機関の体制整備を支援するものでございます。 

続いて、４０ページ、４１ページを御覧ください。環境美化センター維持管

理費追加１５９万５０００円は、電気料金高騰の影響により不足が見込まれるた

め、増額するものです。ごみ減量化・再資源化推進事業費追加１８０万３０００

円は、草木類及び木質系粗大ごみの資源化業務委託について、資源化量が増加し

たことにより不足が見込まれるため増額するほか、資源リサイクルセンターにお

ける光熱水費について、電気料金高騰の影響により不足が見込まれるため、増額

するものです。し尿等希釈投入施設維持管理費追加６５万２０００円は、電気料

金高騰の影響により不足が見込まれるため、増額するものです。 

 次に、５款農林水産業費です。肥料高騰対策費補助事業費計上４２３万９００

０円は、肥料価格高騰の影響を受けている農業経営者に対して支援を行うもので

す。畜産業物価高騰対応費補助事業費計上５０６４万９０００円は、飼料等の価

格高騰の影響を受けている畜産農家に対して支援を行うものです。 

 続きまして、４２ページ、４３ページを御覧ください。６款商工費でございま

す。伊勢原市小規模事業者臨時給付金（第３弾）事業費計上８６００万円は、電

気料金や物価高騰等の影響を受けている市内の小規模事業者に対して支援を行う

ものです。 

 続いて、４４ページ、４５ページを御覧ください。７款土木費でございます。

公共交通対策事務費追加３８３万４０００円は、市民が日常的に利用する地域交

通サービスを維持するため、一般乗合バス事業者やタクシー事業者に対し、神奈

川県の取組と連携し、燃料価格高騰分の一部を支援するものでございます。市街

地再開発基金積立金追加１８２２万５０００円は、目的基金の見直しにより廃止

する基金の一部を積み立てるものです。 

 続いて、４６ページ、４７ページを御覧ください。８款消防費です。消防庁舎

維持管理費追加７９１万３０００円は、電気料金やガス料金高騰の影響により不

足が見込まれるため、増額するものです。 

 続いて、４８ページ、４９ページを御覧ください。９款教育費です。小学校運

営事務費追加１６９７万８０００円は、電気料金高騰の影響により不足が見込ま

れるため、増額するものです。小学校給食事業費追加１２２万５０００円は、ガ

ス使用料の増加等により不足が見込まれるため、増額するものです。中学校運営

事務費追加３７９万４０００円は、ガス使用量等の増加により不足が見込まれる

ため、増額するものです。公民館維持管理費追加３６３万円は、電気料金高騰及

びガス使用料の増加により不足が見込まれるため、増額するものです。 

 続きまして、５０ページ、５１ページを御覧ください。図書館・子ども科学館

維持管理費追加７３３万円は、電気料金高騰及びガス使用料の増加により不足が

見込まれるため、増額するものです。図書館運営事業費追加７１５万円は、新し

い生活様式に対応した図書館サービスの充実を図るため、いせはら電子図書館の

電子書籍を拡充するものです。体育施設維持管理費追加２９９万９０００円は、
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伊勢原市立武道館の施設の省エネルギー化を図るため、照明器具をＬＥＤ化する

とともに、トイレ照明のスイッチを非接触型に変更することで、新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止を図るものです。 

 次に、１０款道路橋りょう災害復旧費です。道路橋りょう災害復旧費追加１３

００万円は、台風１４号により擁壁の一部が崩落した市道５０号線について、災

害復旧工事を実施するため、所要の経費を追加するものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、２２ページ、

２３ページにお戻りいただきたいと存じます。説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、１１款地方交付税です。交付決定に基づき、普通交付税を３億９８６３

万５０００円追加するものです。 

 次に、１５款国庫支出金です。障害者自立支援給付費負担金追加６６４２万円

は、障害者自立支援給付費追加の財源でございます。障害児通所支援給付費負担

金追加５２６０万８０００円は、障害児通所支援事業費追加の財源です。公共土

木施設災害復旧事業費負担金計上６００万円は、道路橋りょう災害復旧費追加の

財源です。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金追加２億１０００

万円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（地方単独分）の交

付限度額のうち、今回補正計上した事業について追加するものです。 

 次に、１６款県支出金です。障害者自立支援給付費等負担金追加３３２０万８

０００円は、障害者自立支援給付費追加の財源です。 

 続いて、２４ページ、２５ページを御覧ください。障害児通所支援給付費負担

金追加２６３０万４０００円は、障害児通所支援事業費追加の財源です。県知

事・県議会議員選挙費委託金計上１６９２万円は、県知事・県議会議員選挙執行

費計上の財源です。 

 次に、１９款繰入金です。介護保険事業特別会計繰入金追加８５５８万６００

０円は、令和３年度決算に基づき精算するものです。財政調整基金繰入金減７億

４４８９万９０００円は、今回の補正予算により生じる一般財源の残余の整理を

行うものです。ふるさとの森づくり基金繰入金計上１６４４万９０００円、土地

開発基金繰入金計上１８２２万５０００円、２６ページ、２７ページになります

が、総合体育施設建設基金繰入金計上３７万１０００円及び公共施設等整備基金

繰入金計上５１５万９０００円につきましては、目的基金の見直しにより廃止す

る基金について、残金を全額一般会計に繰り入れるものです。 

 次に、２０款繰越金です。前年度繰越金追加１７億４０２９万７０００円は、

令和３年度決算における実質収支の予算未計上分を精算するものです。 

 次に、２１款諸収入です。児童手当負担金過年度収入計上４６万３０００円、

養育医療助成事業負担金過年度収入計上２２万７０００円、子育てのための施設

等利用給付交付金過年度収入計上２８万８０００円、児童手当負担金過年度収入

計上３７４万７０００円、低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入計上９２万

８０００円、養育医療助成事業負担金過年度収入計上４０万３０００円、子ど

も・子育て支援給付費負担金過年度収入計上２１６５万８０００円及び子育ての
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ための施設等利用給付交付金過年度収入計上２４万８０００円は、児童福祉及び

介護保険事業に係る国県支出金について、令和３年度決算に基づき精算するもの

でございます。 

 続きまして、２８ページ、２９ページを御覧ください。２２款市債でございま

す。臨時財政対策債減３億３１９０万円は、普通交付税算定の決定に基づき減額

するものです。土木施設災害復旧事業債計上６３０万円は、道路橋りょう災害復

旧費追加の財源です。 

 続きまして、債務負担行為の補正について御説明いたしますので、１３ページ

を御覧ください。第２表債務負担行為補正といたしまして、ソフトウェア等使用

料は、ＡＩによる自動文字起こしツールの導入に当たり、契約期間が令和５年度

に及ぶことから債務負担行為を設定し、限度額を１億４２００万円から１億４３

７１万９０００円に変更するものでございます。秦野市・伊勢原市共同消防指令

センター負担金は、資材価格の高騰により、建設費用の増加がさらに見込まれる

ことから、限度額を９９５５万１０００円から１億１９７９万４０００円に変更

するものです。選挙運営管理等経費は、来年４月に予定される統一地方選挙の執

行に当たり、事前準備のほか、期日前投票所を令和４年度中から設置するため、

１１７８万３０００円を限度額として追加するものです。 

 続きまして、地方債の補正について御説明いたしますので、１４ページ、１５

ページを御覧ください。第３表地方債補正は、市債の補正に伴い、臨時財政対策

債の限度額を６億９３８０万円から３億６１９０万円に変更するほか、新たに土

木施設災害復旧事業費について、限度額を６３０万円追加するものです。これに

より、起債限度額の合計は、１６億２０２０万円から１２億９４６０万円へ、３

億２５６０万円の減額となります。 

 以上が、一般会計補正予算についての説明でございます。 

 続きまして、７３ページを御覧いただきたいと存じます。 

○議案第５０号 令和４年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

        号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に４６８万８００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を９７億５０６８万８０００円とするもので

す。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、８４ページ、８５

ページを御覧ください。１款総務費は、職員給与費等を４６８万８０００円追加

するものです。 

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、８２ページ、

８３ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 ６款繰入金です。職員給与費等繰入金追加４６８万８０００円は、職員給与費

等の追加に伴うものです。 

 続きまして、９３ページを御覧いただきたいと存じます。 

○議案第５１号 令和４年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に２億８８２７万

８０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を８２億１０２７万８０００円とする

ものです。 

 それでは、歳出予算の補正内容から御説明いたしますので、１０４ページ、１

０５ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 初めに、１款総務費ですが、職員給与費等を３３２万６０００円減額するもの

です。 

 次に、４款基金積立金です。介護給付費準備基金積立金追加９７２９万３００

０円は、令和３年度の介護給付準備基金繰入金の余剰分を追加するものです。 

 次に、６款諸支出金です。償還金追加１億８７２万５０００円は、令和３年度

の国県支出金等の精算に伴い、介護給付費国庫負担金等について、一部返還が生

じたため、追加するものです。一般会計繰出金追加８５５８万６０００円は、令

和３年度における一般会計繰入金の余剰分を追加するものです。 

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、１０２ペー

ジ、１０３ページを御覧ください。説明欄に沿って説明いたします。 

 ３款支払基金交付金です。過年度分介護給付費交付金追加４０２万円は、令和

３年度の保険給付費の確定に伴う不足分を追加するものです。 

 次に、６款繰入金です。職員給与費等繰入金減３３２万６０００円は、職員給

与費等の減額に伴うものです。低所得者保険料軽減繰入金追加８６万円は、令和

３年度の第１号被保険者保険料収入の確定に伴うものです。 

 次に、７款繰越金です。前年度繰越金追加２億８６７２万４０００円は、令和

３年度における実質収支額のうち、予算に未計上の全額を追加するものです。 

 次に、１１５ページを御覧ください。 

○議案第５２号 令和４年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

        １号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額から２７７万９０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１５億３１２２万１０００円とするもの

です。 

 それでは、歳出予算の補正内容から説明いたしますので、１２６ページ、１２

７ページをお開きください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 １款総務費は、職員給与費等を２７７万９０００円減額するものです。 

 続きまして、歳入予算の補正内容について御説明いたしますので、１２４ペー

ジ、１２５ページを御覧ください。説明欄に沿って御説明いたします。 

 ２款繰入金です。事務費繰入金減２７７万９０００円は、職員給与費等の減額

に伴うものです。 

 続きまして、伊勢原市公共下水道事業会計補正予算及び予算説明書の５ページ

を御覧ください。 

○議案第５３号 令和４年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 第１条は総則としており、第２条からが補正の内容となっておりますので、第
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２条から御説明いたします。第２条の収益的収入及び支出は、支出について、営

業費用を６７３８万２０００円増額するものです。第３条資本的収入及び支出は、

支出について、建設改良費を１５１万３０００円減額するものです。また、補正

に伴い資本的収入が資本的支出に対して不足する額に変動が生じ、不足する額が

７億４６４８万７０００円となることから、当年度分損益勘定留保資金による補

塡額を減額するものです。第４条は、第２条及び第３条の職員給与費の補正に伴

い、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の額を補正するもので

す。 

 １８ページ、１９ページを御覧ください。収益的収入及び支出について、収入

の補正はありませんので、支出について説明いたします。 

 第１款下水道事業費用、第１項営業費用について、６７３８万２０００円を増

額するものでございます。内訳は、電気料高騰への対応といたしまして、第２目

ポンプ場費を７００万円、第３目処理場費を３５００万円及び第７目流域下水道

維持管理費負担金を２０７０万円、それぞれ増額し、また、人件費の補正といた

しまして、人事異動等に伴い、第６目総係費について、４６８万２０００円増額

するものでございます。 

 続きまして、２０ページ、２１ページを御覧ください。資本的収入及び支出に

ついて、収入の補正はございませんので、支出について説明いたします。 

 第１款資本的支出、第１項建設改良費、第４目建設総務費につきまして、人事

異動等に伴う職員数の減に伴い、１５１万３０００円を減額するものでございま

す。 

 次に、８ページにお戻りください。８ページから１７ページまでの各財務諸表

は、補正予算及び令和３年度決算認定に伴い、予算の実施計画、予定キャッシ

ュ・フロー計算書及び予定貸借対照表等の修正をするものでございます。 

 以上が、補正予算議案についての説明でございます。 

 続きまして、報告案件１件についてでございます。 

 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただき、１５１ページを御覧いただきたい

と存じます。 

○報告第２０号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 令和４年９月２６日に発生いたしました道路の管理の瑕疵による事故の損害賠

償の額の決定及び和解について、市長の専決事項の指定についてに基づき専決処

分をいたしましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告するもの

でございます。 

 事故の概要は、１５２ページを御覧いただきたいと存じます。相手方車両が市

道区域内を走行中、老朽化したコンクリート舗装の破片が跳ね上がり、同車両の

左側の助手席ドアの真下のボディ部分、いわゆるサイドシル部分に損傷を与えた

ものでございます。本件における過失割合は市側１００％であり、相手方車両修

理費に係る本市賠償額は３万１１５２円となります。なお、本市賠償額につきま

しては、保険により補塡されます。 
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 以上で、１２月定例会に提出いたします議案等につきましての説明を終了させ

ていただきます。 

○委員長【中山真由美議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容に

ついて、質疑等があればお伺いします。（「なし」の声あり） 

 以上で、執行者側の議案説明を終了します。 

 次に、議会側処理事項を議題とし、事務局から内容を説明します。局長。 

○議会事務局長【黒石正幸】  それでは、お配りしてあります議会運営委員

会・議会側処理事項（１１月２２日）を御覧ください。 

 １、陳情の受理状況については、陳情第９号から陳情第１４号までの陳情６件

を受理しております。内容は、配付いたしました資料のとおりでございます。 

○委員長【中山真由美議員】  次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、

事務局から内容を説明します。局長。 

○議会事務局長【黒石正幸】  正副委員長と協議の上、付託表の案を２枚作成

し、配付してございます。 

 まず、１１月２８日分を御覧ください。「議案第４４号、伊勢原市職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例について」の１議案につきましては、付託

省略。期末手当の支給基準日が１２月１日であり、１１月中に採決を行う必要が

あることから、初日に質疑、討論、採決をお願いするものでございます。 

 次に、１２月５日分を御覧ください。市長提出議案１４件のうち、議案第４２

号及び議案第４３号は、総務常任委員会に付託、議案第４１号及び議案第４５号

から議案第５５号は付託省略。陳情は６件で、陳情第９号から陳情第１１号、ま

た、陳情第１３号及び陳情第１４号は、教育福祉常任委員会、陳情第１２号は、

産業建設常任委員会にそれぞれ付託。 

 以上でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  ただいま説明した内容について、質疑、意見が

あればお伺いします。（「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付託については、配付した付託

表のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【中山真由美議員】  御異議ありませんので、付託表のとおり決定い

たします。 

 次に、会期の決定及び審議日程についてを議題とし、事務局から内容を説明い

たします。局長。 

○議会事務局長【黒石正幸】  会期の決定については、過日原案をお示しし、

御了解いただいておりますので、その内容に基づいて日程案を作成し、お配りし

てあります。会期は、１１月２８日から１２月１９日までの２２日間です。 
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・１１月２８日 本会議 提案説明 

            議案審議 

      （「議案第４４号、伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改 

        正する条例について」） 

・１１月２９日 一般質問通告期限正午 

・１２月 ５日 本会議 議案審議 

・１２月 ７日 委員会 付託審査 

      （総務常任委員会 午前９時３０分） 

・１２月 ８日 委員会 付託審査 

      （産業建設常任委員会 午前９時３０分） 

      （教育福祉常任委員会 午後１時３０分） 

・１２月１３日 本会議 一般質問 

・１２月１４日 本会議 一般質問 

・１２月１５日 本会議 一般質問 

・１２月１９日 本会議 最終日 

 以上でございます。 

○委員長【中山真由美議員】  なお、「議案第４１号、伊勢原市第６次総合計

画基本構想について」は、１２月５日に質疑のみを行い、討論、採決については、

本会議最終日に行いたいと考えております。 

 それでは、お諮りいたします。会期の決定及び審議日程については、配付した

内容のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【中山真由美議員】  御異議ありませんので、配付した内容で、１１

月２８日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 執行者側の案件は、以上となります。お疲れさまでした。 

 

          〔議長（八島満雄議員）、執行者退席〕 
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議  題  ２ 一般質問について 

 

○委員長【中山真由美議員】  次に、一般質問についてを議案といたします。

協議に入る前に、前回、１１月７日に開催した議会運営委員会の際に、宮脇委員

より、この件について、委員外議員にも意見を伺ってほしいとの意見がございま

した。そのことについて、何か意見があればお伺いいたします。 

○委員【夛田嚴議員】  前回のお話から、創政会で話し合いまして、委員外議

員の発言を認めてしまうと、他の委員会にも影響が及ぶことになるかと存じます。

よって、委員外議員の発言に対しては許可できないものと考えます。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  ほかに。（「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。委員外議員に意見を伺うことに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

          〔挙手少数〕 

 

○委員長【中山真由美議員】  挙手少数。よって、委員外議員の意見は伺わな

いことに決定いたしました。 

 続いて、一般質問について、議長から諮問され、本日は４回目の協議となりま

す。前回までの意見を踏まえ、会派で御協議いただいていることと思いますが、

御意見等があればお伺いいたします。 

○委員【大垣真一議員】  創政会でも議論を重ねてまいりましたが、一般質問

の時間は５０分にしたいと考えています。先日決定した１５分の休憩と合わせて、

合計しますと１人６５分となりますし、１日６人であれば、午後５時に終わると

考えます。ウィズコロナやアフターコロナ、並びに職員や議員の働き方改革の一

つとして導き出したというところでございますので、御理解いただきたいなと考

えております。 

 私からは、以上です。 

○委員【橋田夏枝議員】  いせはら未来会議でも話をしたところ、やはり我々

も、１人、一般質問５０分というのが妥当な線ではないかということになりまし

た。理由としましては、今まで感染対策として４５分間というのを続けてまいり

ましたが、３月議会以降は５０分というふうに、一つの新しい生活様式と捉え、

今までの６０分に戻しますと、職員の、先ほど大垣委員も言っていましたが、５

時を過ぎてしまうということで、自然に残業することになっていきますし、でき

れば時間の中で効率よく一般質問を行うというのが新しい生活様式として取り入

れていくべきではないかということになっています。 

 以上です。 

○委員【宮脇俊彦議員】  今日、議会事務局に調べていただいて、県内の１６

市の一般質問の状況、それから、一般質問の９月定例会でどれぐらいの時間がか
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かったかと出していただきました。 

 見ると、これ一番最初に言いましたけれども、私たちが年に４回、一般の、内

容に関わらず質問できる貴重な、年に４回しかないですよね。その時間をやっぱ

り大切にするというのが一つの。だから、やっぱり１時間やることが必要じゃな

いかということ。前に戻すということです。 

 それから、一般質問の所要時間を書いてもらいましたけれども、今、４５分で

やって、もう４時前に大体終わるというのが実態で、ここに出ているとおり、こ

れ４５分にしても午前中２人、午後は、現在の４時前に終わるという状況から見

れば、５時前後には、１時間といっても、１時間やらなくちゃだめというのじゃ

なくて、それは短くてもいいという、その範囲内だということだから、５時に十

分終わるということはあり得るんじゃないかということですので、やっぱり私た

ちの貴重な時間を、コロナということで、ああいうふうに説明しましたけれども、

これは６０分に戻してやるべきだ。それでも大体５時前後には終わるんじゃない

かと思いますから、これは一旦戻すべきだと思っています。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  ほかに御意見ございますか。 

○委員【舘大樹議員】  先ほど大垣議員も創政会を代表してお話しされました

けれども、過去の一般質問の平均時間は大体４９分から５３分ぐらいということ

で聞いております。したがって、大体５０分でできるのかなと思います。何より

も、皆さん参加されていて、御承知だと思うんですけれども、６０分やっていて、

これが果たして効率的なのかって、やっぱりちゃんと考えなければいけないので

はないかなと強く思っていまして、実際、６０分でも５０分でも４５分でも、内

容は皆さんそれぞれ効率化できていて、実際の内容、質の面で、そんなに変化は

ないわけですから、効率化できるところは効率化して、５０分でやっていくべき

じゃないかと思います。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  ほかにございますか。 

○委員【夛田嚴議員】  創政会でも、これも話したんですけれども、傍聴され

ている市民の方、ネット中継から見ていただく方、市民の方々から、現行行われ

ている４５分、１５分休憩というのが、とてもストレスなく傍聴できて、評価が

高いと考えております。よって、５０分の一般質問と１５分休憩にすべきではな

いかと、最終的に話した。 

 以上です。 

○委員長【中山真由美議員】  皆様から御意見が出ましたので、お諮りしたい

と思います。一般質問の申合せの時間について、５０分とすることに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

          〔挙手多数〕 
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○委員長【中山真由美議員】  挙手多数。よって、一般質問の申合せの時間に

ついて、５０分のとおりとすることに決定いたします。３月定例会から実施とい

たします。 

 それでは、以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

 

午前１０時２８分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 令和４年１１月２２日 

 

                    議会運営委員会 

                    委員長  中 山 真由美 


